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田原市行政改革推進田原市行政改革推進田原市行政改革推進田原市行政改革推進委員会の委員会の委員会の委員会の概要概要概要概要    

 

◇ 本委員会は、条例に定められた田原市の諮問機関です。 

 

◇ 田原市における行政改革の推進に関して調査・審議を行います。 

 

◇ 本年度、（仮称）第４次田原市行政改革大綱の素案作成について諮問を受けます。 

 

◇ 行政改革大綱は、持続可能な行財政運営を図るため、市役所内部の改革や市民サービス

再構築などの取組や目標を定めたものです。 

 

◇ 市役所内部の各部署や検討組織でまとめた資料をたたき台として、本委員会での意見を

反映させ、大綱の素案を作成し、市長へ答申を行います。 

 

◇ 委員会は原則として公開（一般・報道機関）で開催し、会議資料および会議録を市ホー

ムページへ掲載します。 

 

◇ 委員会の研究組織として田原市行政改革推進委員会研究会を設置し、具体的な意見交換

は研究会として開催する予定です。 

 

資料２ 



1 

（仮称）第４次行政改革大綱の策定体制 

 

【諮問機関】 

・田原市行政改革推進委員会で（仮称）第 4 次行政改革大綱を審議しますが、内容の検

討については、田原市行政改革推進委員会の下部組織（研究会）を設置し、策定作業

を進めるものとします。 

 

【庁内推進体制】 

・政策推進会議を活用し、下部組織として、田原市行政改革推進部会を設置するものと

します。 

 

【情報公開・市民参画】 

 ・田原市行政改革推進委員会を公開で開催します。 

・大綱原案を、パブリックコメントに付します。 

 

 

 策定体制の相関図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪諮問機関≫≪諮問機関≫≪諮問機関≫≪諮問機関≫    

   田原市行政改革推進委員会  

【役割】市長の諮問に応じた、行政改革

の推進に関する必要な事項の

調査・審議 

【構成】会長他有識者10名で構成 

【庶務】企画課 

【会議】公開・２回予定 

 

  田原市行政改革推進委員会研究会  
 

【役割】推進委員会で審議する内容の具

体的な調査・研究、意見交換等 

【構成】推進委員会委員で構成 

【庶務】企画課 

【会議】非公開・３～４回 

≪庁内推進体制≫≪庁内推進体制≫≪庁内推進体制≫≪庁内推進体制≫    

 

 田原市政策推進会議 

【役割】市政の重要事項の審議機関 

【構成】市長・副市長・企画部長・企画 

部次長・総務部長・企画課長・ 

財政課長・人事課長 

【事務局】企画課 

 

 

 

 田原市行政改革推進部会 

【役割】行政改革大綱の素案検討及び進

捗管理 

【構成】企画課長・総務課長・人事課長 

財政課長・関係課室長 

【事務局】企画課 

 

 
 

全部課室 

・所管事項に関する調査・検討 

 

 諮問 

答申 

≪市民≫≪市民≫≪市民≫≪市民≫     パブリックコメント 

意見等 

参
画

 

情
報

公
開

 

連携 
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策定スケジュール 

・下表の行程を基本としますが、検討の進捗状況や必要に応じ、各会議の開催回数及び開

催時期を調整して策定作業を進めます。 

月月月月    推進委員会・研究会推進委員会・研究会推進委員会・研究会推進委員会・研究会    政策推進会議政策推進会議政策推進会議政策推進会議・・・・行革推進部会行革推進部会行革推進部会行革推進部会・・・・事務局事務局事務局事務局    各部課室各部課室各部課室各部課室    

H31H31H31H31    

４４４４    

  

※必要に応じ開催 

 

 

  

○第３次大綱進捗確認 

Ｒ１Ｒ１Ｒ１Ｒ１    

５５５５    

 

        ≪諮問≫諮問≫諮問≫諮問≫    

 

        第１回推進委員会第１回推進委員会第１回推進委員会第１回推進委員会             

   

○課題抽出作業 

 

６６６６    

 

 

 

 第１回研究会  

  

 

 

 
○基本方針確認 
 

○アクションプラン検討 

７７７７    

 

 

 

 

   

８８８８    

 

 

 第２回研究会  

   

９９９９    

 

 

 

 第３回研究会     

   

１０１０１０１０    

  

 

 

   第４回研究会 （予備） 

   
 

 

 

○素案確認 

１１１１１１１１    

 

 

 

        第２回推進委員会第２回推進委員会第２回推進委員会第２回推進委員会             

   
 

 

 

○原案確認 

１２１２１２１２    

 

        ≪答申≫答申≫答申≫答申≫       

ＲＲＲＲ2222    

１１１１    

    

２２２２    

    
 

 

○大綱確認 

３３３３    

    

    

        委員へ大綱を送付委員へ大綱を送付委員へ大綱を送付委員へ大綱を送付         

   

行革推進部会 

・課題整理、基本方針検討 

行革推進部会 

・課題整理、基本方針確定 

・アクションプラン検討 

政策推進会議 

・アクションプラン検討 

・中間とりまとめ 

行革推進部会 

・行政改革大綱素案検討 

政策推進会議 

・行政改革大綱原案確定 

○推進体制・方向性検討 

○第３次大綱進捗評価・現状把握 

○課題抽出・整理 

○基本方針の検討 

○課題整理・基本方針確定 

○アクションプラン検討 

○アクションプラン検討 

○中間とりまとめ 

議議議議会・コミュニティ連合会会・コミュニティ連合会会・コミュニティ連合会会・コミュニティ連合会報告報告報告報告    

パブリックコメント実施パブリックコメント実施パブリックコメント実施パブリックコメント実施    

○大綱・アクションプラン修正・確定 

政策推進会議 

・行政改革大綱策定 

○行政改革大綱原案の確定 

○アクションプランの検討 

○行政改革大綱素案の検討 

田原市行政改革大綱・アクションプランの公表 
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田原市行政改革推進委員会の検討内容 

 

※開催時期は、検討状況・作業状況に応じて前後します。 

【行政改革推進委員会】  ・２回予定 

【行政改革推進委員会研究会】  ・３回予定（予備１） 

 

開催予定開催予定開催予定開催予定    会議名会議名会議名会議名    内容（予定）内容（予定）内容（予定）内容（予定）    

５月３１日 ◆第１回行政改革推進委員会◆第１回行政改革推進委員会◆第１回行政改革推進委員会◆第１回行政改革推進委員会    

○行政改革推進委員の委嘱 

○市長からの諮問 

○第３次行革大綱の進捗状況 

○現状等の把握 

○意見交換 

６～７月 ◇第１回研究会 

○基本方針の提案 

○行政サービスの課題確認 

○意見交換 

８～９月 ◇第２回研究会 
○アクションプランの検討 

○意見交換 

９～１０月 ◇第３回研究会 

○アクションプランの検討 

○中間とりまとめ・答申案の検討 

○意見交換 

（予備） ◇第４回研究会 
○答申案の検討 

○意見交換 

１１～１２月 ◆第２回行政改革推進委員会◆第２回行政改革推進委員会◆第２回行政改革推進委員会◆第２回行政改革推進委員会    ○市長への答申 

 

【答申後の経過】 

１月上旬 

～ 

２月上旬 

パブリックコメント実施パブリックコメント実施パブリックコメント実施パブリックコメント実施 

 

３月 田原市行政改革大綱公表田原市行政改革大綱公表田原市行政改革大綱公表田原市行政改革大綱公表 
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田原市行政改革推進委員会設置条例 
 

（設置） 

第１条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、

田原市行政改革推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じて、田原市の行政改革の推進について必要な事項を

調査審議する。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。 

 

（会長） 

第４条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が

その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、市長の定める機関において処理する。 

 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年９月２２日条例第５４号） 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



    

5 

田原市行政改革推進委員会会議運営規程 
 

（趣旨） 

第１条 この規程は、田原市行政改革推進委員会設置条例（昭和６０年田原町条例第１２

号）第７条の規定に基づき、田原市行政改革推進委員会の会議（以下「会議」という。）

の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（基本方針） 

第２条 会議は、原則として公開するものとする。 

２ 会議の運営に際しては、公平で公正な協議に努めるものとする。 

３ 会議は、計画的に開催するものとする。 

 

（会長等の責務） 

第３条 会長（以下「議長」という。）は、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めな

ければならない。 

２ 委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならな

い。 

 

（会議の開閉等） 

第４条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。 

２ 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 議長は、会議の開会に当たり、会議録に署名する委員（以下「会議録署名委員」とい

う。）１人を指名するものとする。 

４ 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。 

 

（会議の進行及び表決） 

第５条 会議の議事は、議長及び出席委員の全会一致をもって進めることを原則とする。

ただし、意見が分かれる等、議長がやむを得ないと認めるときは、議長及び出席委員の

過半数の賛成をもって決するものとする。 

 

（意見等の聴取） 

第６条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席を求めて、

その意見又は説明を聴くことができる。 

２ 議長は、市長その他議案に関係のある市の職員等を会議に出席させ、議案等について

説明させることができる。 

 

（会議録の調製等） 

第７条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録（別記様式）を調製するものとする。 

(1) 開催の日時及び場所 

(2) 出席者及び欠席者の氏名 

(3) 会議事項 



    

6 

(4) 会議経過（議事の要旨） 

(5) 前各号に定めるもののほか、議長が必要と認めた事項 

２ 前項の会議録には、会議資料を添付するものとする。 

３ 作成した会議録は、会議録署名委員の確認の後、署名を受け、これを保管しておくも

のとする。 

４ 会議録は、会議録署名委員が確認し、署名した日をもって確定するものとする。 

 

（会議録等の公開） 

第８条 会議録及び会議資料は、原則として公開する。 

２ 前項の公開は、会議録が確定した日後に議長が定める方法により行うものとする。 

 

（傍聴及び非公開） 

第９条 会議は、傍聴することができる。ただし、会議を公開することにより、公正かつ

円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、会議を公開しないことができる。 

２ 前項ただし書の規定により、会議を非公開とする場合においては、あらかじめ議長が

会議に諮り決するものとする。 

 

（傍聴の手続） 

第１０条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付

簿に記入しなければならない。 

２ 傍聴人は、前項の受付順により決するものとする。 

 

（傍聴席に入ることができない者） 

第１１条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者 

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 

(3) はち巻、腕章（報道関係者である旨を表示する腕章を除く。）、たすき、リボン、ゼ

ッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、カメラ、ビデオカメラの類を携帯して

いる者。ただし、撮影又は録音することにつき議長の許可を受けた者を除く。 

(5) 酒気を帯びていると認められる者 

(6) 前各号に定める者のほか、会議を妨害するおそれがあると認められる者 

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得たときは、

この限りでない。 

 

（傍聴人の守るべき事項） 

第１２条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。 

(1) 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

(2) 私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。 

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(4) みだりに席を離れないこと。 

(5) 携帯電話の電源を入れないこと。 
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(6) 他人に迷惑となる行為をしないこと。 

(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為をしな

いこと。 

 

（写真、映画等の撮影及び録音の制限） 

第１３条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音しようとすると

きは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。 

 

（職員の指示） 

第１４条 傍聴人は、すべて田原市行政改革推進委員会の事務局職員の指示に従わなけれ

ばならない。 

 

（傍聴人の退場） 

第１５条 傍聴人は、第 9条第 2項の規定により会議を公開しない決定があったときは、

速やかに退場しなければならない。 

 

（違反に対する措置） 

第１６条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わ

ないときは、退場を命ずることができる。 

 

（規律） 

第１７条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となるような言

動をしてはならない。 

 

（その他） 

第１８条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に

諮り別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、平成１５年１０月３０日から施行する。 
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田原市行政改革推進委員会研究会設置要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、田原市行政改革推進委員会会議運営規程第１８条に基づき、田原市

行政改革推進委員会（以下「委員会」という。）の会議をより効果的かつ効率的に運営す

るため、田原市行政改革推進委員会研究会（以下「研究会」という。）の設置及び研究会

の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 研究会は、委員会の研究組織として、田原市の行政改革の推進について必要な調

査研究を行う。 

 

（組織） 

第３条 研究会は、委員会委員１０人をもって組織する。 

 

（会長） 

第４条 研究会に会長を置き、委員会会長がこの職を兼ねる。 

２ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ研究会に職務代理者を

置き、委員会職務代理者がこの職を兼ねる。 

 

（運営） 

第５条 研究会は、必要に応じ開催するものとし、会長が招集する。 

２ 研究会は、原則として非公開とする。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し研究会に出席を求めて、そ

の意見又は説明を聴くことができる。 

 

（報告及び連絡調整） 

第６条 研究会は、必要に応じて検討状況等を委員会に報告する。 

 

（庶務） 

第７条 研究会の庶務は、企画課にて処理する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議運営等に必要な事項は会長が研究会に諮り別

に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年５月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年５月１７日から施行する。 
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（目的） 

第１条 この要領は、田原市行政改革推進委員会（以下「委員会」という。）の会議に関す

る資料を公開することにより、委員会の活動状況を広く住民に周知するとともに、その

関心を高めることを目的とする。 

 

（会議関係資料の公開） 

第２条 委員会の会議に関する資料の公開は、次の方法において行うものとする。 

(1) 委員会の事務局及び情報広場における資料の閲覧及び写しの交付 

(2) 田原市ホームページへの掲載 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法 

２ 委員会の会議に関する資料は、会議開催日以後（会議録にあっては当該会議録が確定

した日以後）に公開するものとする。ただし、田原市行政改革推進委員会会議運営規程

（平成１５年田原市訓令第１７号）第９条第１項ただし書の規定を適用し、会議を公開

しないこととした場合は、これに係る部分は公開しないものとする。 

 

（その他） 

第３条 この要領に定めるもののほか、委員会の会議に関する資料の公開等に関し必要な

事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要領は、平成１５年１０月３０日から施行する。 

 

 


